
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

上訴審における訴訟事件の概況 
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民事控訴審訴訟事件1の既済件数及び平均審理期間

23については【表１】のとおりである。既済件数

は、前回（１万 0398件）より約 3,000件増加して１

万 3441 件となった。平均審理期間は、前回（6.8

月）より 0.3 月短くなり 6.5 月となった。（第９回

報告書 203 頁【表１】参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                 
1 本報告書では、地方裁判所が第一審としてした民事訴訟事件の終局判決及び家庭裁判所が第一審としてした終局判決に対して

控訴が提起された事件を分析の対象としている。同一の第一審判決に対して控訴と附帯控訴がされた場合、それぞれを別個の

事件として統計処理している。 
2 控訴審記録受理から控訴審終局までの期間のみが対象であるから、控訴提起から控訴審記録受理までの間は含まれない。 
3 前掲Ⅲ１．１脚注２と同様に、民事控訴審訴訟全体の統計データのみを分析の対象とした。 

１ 高等裁判所における控訴審訴訟事件の概況 

１．１ 民事訴訟事件の概況 

平均審理期間（月） 6.5

【表１】　既済件数及び平均審理期間
　　　　  （民事控訴審訴訟事件）

事件の種類 民事控訴審訴訟

既済件数 13,441
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事件類型別の既済件数及び平均審理期間については【表２】のとおりであり、多くの事件類型で前回よ

り短縮している。比較的件数の多い類型の中で、平均審理期間が長めであった「医療損害賠償事件」（前回

9.8 月、今回 8.0 月）と「建築瑕疵損害賠償事件」（前回 9.3 月、今回 8.5 月）は、いずれも近年平均審理

期間が長期化する傾向があったが、令和４年は短縮している。（第８回報告書 142 頁【表２】、第９回報告

書 204 頁【表２】参照） 

 

 

 

  

事件の種類 既済件数 平均審理期間（月） 事件の種類 既済件数 平均審理期間（月）

知的財産金銭 62 7.1

公害損害賠償 4 5.1

13 3.8

手形金 1 4.5 認　知 23 5.6

手形異議 3 5.3 親子関係

金銭のその他 2,288 6.2

6.1

金銭債権存否 51 7.3 人事のその他 38 6.5

労働金銭 463 6.6 その他 1,128 6.9

人
　
事

離　婚 1,183 6.5

その他の損害賠償 4,085 6.6 離　縁

建築瑕疵損害賠償 77 8.5 請求異議 63 5.8

45

交通損害賠償 1,446 5.3 第三者異議 8 6.2

医療損害賠償 183 8.0 公害差止め 1 30.0

労　働 122 6.7

建築請負代金 115 6.7 知的財産 89 9.8

【表２】　事件類型別の既済件数及び平均審理期間(民事控訴審訴訟事件)

総　数 13,441 6.5 建　物 780 6.0

金
　

銭

売買代金 110 6.9 土　地 568 7.6

貸　金 387 6.3 土地境界 66 9.6

立替金 39 5.9
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民事控訴審訴訟事件の新受件数の推移については、【図３】【図４】のとおりである。全体としては、

長期的に増加傾向が続く中、過払金等事件の影響により、平成 22 年から平成 24 年にかけて事件数が急増

し、その後、過払金等事件の減少の影響により減少傾向に転じたが、令和４年においては、新受件数は前回

（１万 0760 件）から増加し、１万 3480 件となった。 

 

  

平均審理期間の推移については【図３】【図５】のとおりであり、長期的にはおおむね一貫して短縮傾

向が続いていたところ、平成 26 年以降若干長期化した後、平成 28 年以降は横ばいで推移していたが、近年

【図３】　新受件数及び平均審理期間の推移（民事控訴審訴訟事件）
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【図４】　新受件数の推移（民事控訴審訴訟事件）
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は長期化の傾向にあり、令和４年は 6.5 月となった4（【表１】）。 

 

 

審理期間別の既済件数及び事件割合については【表６】の

とおりである。審理期間が６月を超える事件の割合は、前回

（43.2％）から減少し 33.9％となった（第９回報告書 206頁

【表６】参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
4 令和２年以降の長期化の背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う

裁判所業務の縮小の影響もあるものと思われる。 

【図５】　平均審理期間の推移（民事控訴審訴訟事件）
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【表６】

1,664

12.4%

平均審理期間（月）

既済件数 13,441

6.5

審理期間別の既済件数及び事件割
合（民事控訴審訴訟事件）

事件の種類 民事控訴審訴訟

２年を超える

１年超２年以内

６月超１年以内

３月超６月以内

144

1.1%

53.8%

7,230

3,640

27.1%

763

5.7%

３月以内

232



 

 

第一審受理から控訴審終局までの平均期間並びに期間別の

既済件数及び事件割合については【表７】のとおりである。

この平均期間は、前回（28.5 月）より長期化して 29.3 月と

なった。また、合計で２年を超える期間を要した事件の割合

も、前回（54.0％）より 3.0％増加し、57.0％となった（第

９回報告書 207頁【表７】参照）5。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終局区分別の既済件数及び事件割合については【表８】の

とおりであり、約６割が判決で終局し（うち約２割が原判決

取消し（一部取消しを含む。））、約３割が和解で終局して

いる傾向は、前回と同様である（第９回報告書 207 頁【表

８】参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
5 長期化の背景には、令和２年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判所業務

の縮小の影響もあるものと思われる。 

【表７】

※附帯控訴申立て等を除く。

事件の種類 民事控訴審訴訟

既済件数 11,843

平均期間（月） 29.3

１年以内
1,053

8.9%

１年超２年以内
4,036

第一審受理から控訴審終局ま
での平均期間並びに期間別の
既済件数及び事件割合
（民事控訴審訴訟事件）

５年を超える
358

3.0%

34.1%

２年超３年以内
3,982

33.6%

３年超５年以内
2,414

20.4%

【表８】 終局区分別の既済件数及び事
件割合（民事控訴審訴訟事件）

既済件数

判決

13,441

事件の種類 民事控訴審訴訟

62.9%

（％は判決に対する割合）

8,458

うち控訴棄却

うち原判決取消し

6,555

3.0%

406
それ以外

3,641

77.5%

控訴取下げ

和解

4.9%

664

2.0%

272

27.1%

訴え取下げ

21.5%

1,816

（％は判決に対する割合）
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終局区分別の平均審理期間については【図９】のとおりであり、主要な終局区分である判決（6.9 月）及

び和解（6.3 月）においては、いずれも前回（判決につき 7.5 月、和解につき 6.5 月）より短くなった（第

９回報告書 208頁【図９】参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図９】　終局区分別の平均審理期間（民事控訴審訴訟事件）
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訴訟代理人の選任状況及びその推移については【表 10】

【図 11】のとおりである。【図 11】のとおり、双方に訴訟代

理人が選任された事件の割合は前回と同じ 73.9％であった。

他方、本人による事件の割合（4.7％）は前回（5.1％）より

減少し、控訴人側のみ訴訟代理人が選任された事件の割合

（5.7％）、被控訴人側のみ訴訟代理人が選任された事件の

割合（15.7％）は、いずれも前回（それぞれ 5.3％、15.6%）

より増加した。（第９回報告書 209頁【表 10】参照） 

 

 

 

 

 

  

9,938

73.9%

767

5.7%

2,107

15.7%

629

4.7%
本人による

事件の種類 民事控訴審訴訟

【表１０】　訴訟代理人の選任状況
　　　　　　（民事控訴審訴訟事件）

双方に
訴訟代理人

控訴人側のみ

訴訟代理人

被控訴人側のみ

訴訟代理人

【図１１】　訴訟代理人の選任状況の推移（民事控訴審訴訟事件）
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審理の状況について見ると、まず、平均期日回数（平均口頭

弁論期日回数及び平均争点整理期日回数）及び平均期日間隔に

ついては【表 12】のとおりであり、平均期日回数（1.8 回）は

前回と同様であるが、平均期日間隔（3.6 月）は前回（3.9 月）

より短縮した（第９回報告書 210 頁【表 12】参照）。口頭弁論

期日１回で結審した事件割合及び平均審理期間の推移について

は【図 13】のとおりであり、令和４年は、口頭弁論期日１回で

結審した事件の割合（65.2％）が前回（62.1％）より増加し、

平均審理期間（6.5 月）が前回（6.8 月）より短縮した。 

 

 

 

争点整理手続の実施件数及び実施率は、【表 14】のとお

りであり、実施率（18.3％）は、前回（17.5％）より増加し

た（第９回報告書 210頁【表 14】参照）。 

 

 

 

 

　

【表１２】　平均期日回数及び平均期日
　　　　　　間隔（民事控訴審訴訟事件）

民事控訴審訴訟

0.7

3.6平均期日間隔（月）

事件の種類

1.8

1.1

平均期日回数

うち平均口頭弁論

期日回数

うち平均争点整理

期日回数

【表１４】　争点整理手続の実施件数及び
　　　　　　実施率（民事控訴審訴訟事件）

18.3%

事件の種類 民事控訴審訴訟

争

点
整

理

手
続

実施件数 2,459

実施率

BD050330

【事件票】
条件；記録符号２が「控訴高裁・ネ」に等しい

【図１３】　口頭弁論期日１回で結審した事件割合及び平均審理期間の推移
　　　　　　 （民事控訴審訴訟事件）
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人証調べ実施率及び平均人証数については【表 15】のと

おりであり、実施率（1.6％）及び人証調べが実施された事

件における平均人証数（1.8 人）は、いずれも前回（それぞ

れ、1.6％、1.9 人）から大きな変化はない（第９回報告書

211 頁【表 15】参照）。 

 

これらと併せて、前述のとおり、平均期日回数が 1.8 回と

少ないことも踏まえると、控訴審において改めて争点整理を

行い、人証調べを実施する事件は少ない状況にあるといえる

（【表 12】）。 

 

 

 

最高裁判所への上訴率及び上訴事件割合に

ついては、【表 16】のとおり、上告事件で

は 、 上 訴 率 が 28.4 ％ で あ り 、 前 回

（29.9％）より減少し、上訴事件割合は

17.9％であり、前回（17.1％）より増加し、

上告受理事件については、上訴率が 31.7％

であり、前回（33.5％）より減少し、上訴事

件割合が 19.9％で前回（19.2％）より増加

した（第９回報告書 211頁【表 16】参照）。 

 

【表１５】　人証調べ実施率及び平均人証
　　　　　　数（民事控訴審訴訟事件）

人証調べ実施率

1.8

0.03

1.6%

平均人証数
（人証調べ実施事件）

事件の種類 民事控訴審訴訟

平均人証数

上訴事件割合 17.9% 19.9%

※ この表における上訴率及び上訴事件割合は、いずれも推計的な算定方法
による数値である。上訴率は、令和４年１月１日から同年12月31日までの 「高等

裁判所において受理した上告事件及び上告受理申立事件の新受件数」を同期
間における「高等裁判所における判決で終局した事件数」で除した割合、上訴事
件割合は、同新受件数を同期間における「全終局事件数」 で除した割合であ
る。

※ このデータには、高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告又
は上告受理の申立てがされた事件に当たらないもの（高等裁判所を第一審とす

る人身保護請求事件・飛躍上告事件等）を含む。

【表１６】　最高裁判所への上訴率及び上訴事件割合
　　　　　　（民事控訴審訴訟事件）

28.4% 31.7%上訴率

上告受理事件上告事件事件の種類
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控訴審における行政事件訴訟1の新受件数及び平均審理期間の推移については【図 17】のとおりである。

新受件数は平成 29年以降減少傾向にあるが、令和４年は、前回（619件）から増加して 792件となった。平

均審理期間については、前回（7.6月）より短縮して 7.3月となった2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
1 同一の第一審判決に対して控訴と附帯控訴がされた場合、控訴事件と附帯控訴事件とを別個の事件として統計処理している。 
2 前回（令和２年）から引き続き長期化傾向にある背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発

出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響があるものと思われる。 

１．２ 行政事件訴訟の概況 

【図１７】　新受件数及び平均審理期間の推移（控訴審における行政事件訴訟）
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審理期間別の既済件数及び事件割合については【表 18】のとおりである。既済件数は、前回（628 件）を

上回り 762 件となり、審理期間が６月を超える事件の割合は、前回（52.3％）より減少して 43.8％3となっ

た（第９回報告書 213頁【表 18】参照）4。 

第一審受理から控訴審終局までの平均期間並びに期間別の既済件数及び事件割合については【表 19】の

とおりである。この平均期間は、前回（28.3 月）よりも長期化して 29.7 月となり、２年以内に控訴審の終

局に至る事件割合は、前回（52.6％）から減少して 50.0％となった（第９回報告書 213 頁【表 19】参照）

4。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
3 端数処理の関係上、表 18の数値を足し合わせた数値とは一致しない。 
4 前回（令和２年）から引き続き長期化傾向にある背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発

出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響があるものと思われる。 

【表１８】　審理期間別の既済件数及び事件割合（控訴審におけ
　　　　　　る行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件）

３月超６月以内
7,230

53.8%

13,441

平均審理期間（月）

47.0%

7.3

70

9.2%

6.5

３月以内

事件の種類 民事控訴審訴訟

1,664

12.4%

53

7.0%

２年を超える
144

1.1%

１年超２年以内
763

5.7%

16

2.1%

既済件数

控訴審における

行政事件訴訟

34.8%
６月超１年以内

3,640

27.1%

265

762

358

【表１９】　第一審受理から控訴審終局までの
　　　　　　平均期間並びに期間別の既済件数
　　　　　　及び事件割合（控訴審における行
　　　　　　政事件訴訟）

37.0%

２年超３年以内
190

25.5%

事件の種類
控訴審における
行政事件訴訟

既済件数

97

744

平均期間（月） 29.7

１年以内

※　行訴法18条、19条による訴えの追加的併合及

　　 び附帯控訴申立てを除く。

５年を超える
56

7.5%

３年超５年以内
126

16.9%

１年超２年以内
275

13.0%
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終局区分別の既済件数及び事件割合については【表 20】のとおりであり、判決で終局した事件割合が前

回（92.8％）から若干減少して 92.0％となり、うち原判決取消しとなった事件割合が前回（10.5％）から

減少して 8.3％となった。民事控訴審訴訟事件と比べると、判決（控訴棄却）で終局した事件割合が高く、

判決（原判決取消し）で終局した事件割合が低い傾向にあることは前回と同様である。（第９回報告書 214

頁【表 20】参照） 

終局区分別の平均審理期間については【図 21】のとおりであり、判決（控訴棄却）及び判決（原判決取

消し）がいずれも前回より短縮した（判決（控訴棄却）は、前回の 7.6 月から 7.4 月、判決（原判決取消

し）は、前回の 10.5月から 10.3 月）（第９回報告書 214頁【図 21】参照）5。 

 

 

 

訴訟代理人の選任状況については【表 22】のと

おりであり、双方に訴訟代理人が選任された事件

の割合が、前回（61.1％）より減少して 55.1％で

あったのに対し、双方とも本人による事件の割合

は、前回（8.3％）より増加して 10.6％であった。

民事控訴審訴訟事件と比べると、双方に訴訟代理

人が選任された事件の割合が低い傾向にあること

は前回と同様である。（第９回報告書 214 頁【表

22】参照） 

 

                                                                                                 
5 前回（令和２年）の長期化の背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴

う裁判所業務の縮小の影響があるものと思われる。 

3.0%

272

2.0%

664

4.9%

4

0.5%

3,641

27.1%

406

【表２０】　終局区分別の既済件数及び事件割合（控訴審に
　　　　　　おける行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件）

58

8.3%

701

それ以外
4.1%

4

0.5%

22

2.9%

訴え取下げ

控訴取下げ

31

92.0%
判決

和解

うち原判決取消し
（％は判決に対する割合）

民事控訴審訴訟

13,441

637

90.9%

事件の種類
控訴審における

行政事件訴訟

762既済件数

8,458

62.9%

6,555

77.5%

うち控訴棄却

（％は判決に対する割合）

1,816

21.5%

【図２１】　終局区分別の平均審理期間
　　　　　　（控訴審における行政事件訴訟）

3.9 

2.0 

2.9 

7.9 

10.3 

7.4 

7.6 

0.0 5.0 10.0 15.0

それ以外

控訴取下げ

訴え取下げ

和解

（うち原判決取消し）

（うち控訴棄却）

判決

（月）

【表２２】　訴訟代理人の選任状況（控訴審における行政
　　　　　　事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件）

本人による

双方に

訴訟代理人

控訴人側のみ

訴訟代理人

4.7%

629

15.7%

2,107

5.7%

767

73.9%

9,938

10.6%

81

31.0%

事件の種類

被控訴人側のみ

訴訟代理人

民事控訴審訴訟

3.3%

236

控訴審における

行政事件訴訟

420

55.1%

25
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審理の状況について見ると、【表 23】のとお

り、平均期日回数（平均口頭弁論期日回数及び平

均争点整理期日回数の双方）（1.5 回）は前回と

同数であり、平均期日間隔（5.0 月）も前回とほ

ぼ同数であった（第９回報告書 215頁【表 23】参

照）6。口頭弁論期日１回で結審した事件割合及

び平均審理期間の推移は【図 24】のとおりであ

り、１回の口頭弁論期日のみで結審に至る事件の

割合（62.3％）は前回（64.2％）から減少し、平

均審理期間（7.3 月）は前回（7.6 月）から若干

短縮した 6。 

 

 

【図２４】　口頭弁論期日１回で結審した事件割合及び平均審理期間の推移（行政控訴審訴訟）
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6 前回（令和２年）から引き続き長期化傾向にある背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発

出並びにこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響があるものと思われる。 

うち平均争点整理

期日回数

1.5

1.3

※　端数処理の関係上、平均口頭弁論期日回数と平均争点整理期日回数の合

      計値が、平均期日回数の数値と合致しない場合がある。

【表２３】　平均期日回数及び平均期日間隔（控訴審におけ
　　　　　　る行政事件訴訟及び民事控訴審訴訟事件）

0.2

平均期日間隔（月） 5.0

民事控訴審訴訟

1.8

1.1

0.7

3.6

事件の種類
控訴審における

行政事件訴訟

平均期日回数

うち平均口頭弁論
期日回数
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争点整理実施率については、【表 25】のとお

り、前回（4.3％）より若干減少して 4.2％とな

ったが、民事控訴審訴訟事件と比べると顕著に

低いことは前回と同様である（第９回報告書 216

頁【表 25】参照）。 

 

 

 

 

 

 

人証調べ実施率及び平均人証数については

【表 26】のとおりであり、前回と同様、人証調

べを実施した事件の割合は非常に低くなってい

る（この点は、民事控訴審訴訟事件と同様であ

る。）（第９回報告書 216頁【表 26】参照）。 

 

 

 

 

  

 

最高裁判所への上訴率及び上訴事件割合につい

ては【表 27】のとおりである。上告事件の上訴率

及び上訴事件割合（それぞれ 46.3％、41.9％）

は、いずれも前回（それぞれ 44.0％、40.0％）か

ら増加し、上告受理事件の上訴率及び上訴事件割

合（それぞれ 47.8％、43.2％）は、いずれも前回

（それぞれ 50.6％、46.1％）から減少した（第９

回報告書 216頁【表 27】参照）。 

事件の種類
控訴審における

行政事件訴訟
民事控訴審訴訟

【表２５】　争点整理手続の実施件数及び実施率
　　　　　　（控訴審における行政事件訴訟及び民
　　　　　　事控訴審訴訟事件）

18.3%

2,459争
点
整
理

手
続

実施件数

実施率 4.2%

32

事件の種類
控訴審における

行政事件訴訟

人証調べ実施率

民事控訴審訴訟

【表２６】　人証調べ実施率及び平均人証数（控訴
　　　　　　審における行政事件訴訟及び民事控
　　　　　　訴審訴訟事件）

平均人証数
（人証調べ実施事件）

平均人証数

1.6%

1.8

0.03

1.2

0.02

1.3%

※　この表における上訴率及び上訴事件割合は、いずれも推計

     的な算定方法による数値である。上訴率は、令和４年１月１

     日から同年12月31日までの「高等裁判所において受理した

     上告提起事件及び上告受理申立事件の新受件数」を同期

     間における「高等裁判所における判決で終局した事件数」で

     除した割合、上訴事件割合は、同新受件数を同期間におけ

     る 「全終局事件数」で除した割合である。

【表２７】　最高裁判所への上訴率及び上訴事
　　　　　　件割合（控訴審における行政事件訴
　　　　　　訟）

上訴事件割合 41.9% 43.2%

事件の種類 上告事件 上告受理事件

上訴率 46.3% 47.8%

242



 

 

 

 

 

刑事控訴審訴訟事件の新受人員（延べ人員）及び終局人員（実人員）については【図１】【表２】のと

おりである。新受人員は、平成 29 年まで 6,000 人前後で推移していたが、近年、減少傾向がみられる。終

局人員（実人員）は、前回（5,332 人）より 512 人減少して 4,820 人であった（第９回報告書 219 頁【表

５】参照）。 

 

 

  

１．３ 刑事訴訟事件の概況 

【図１】　新受人員（延べ人員）及び平均審理期間の推移（刑事控訴審訴訟事件）
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【表２】　刑事控訴審訴訟事件の概況

    ※１　平均開廷回数は，被告人１人当たりのものである。

    　 ２　平均開廷間隔とは，控訴審で記録を受理したときから終局までの平均審理期間を
         平均開廷回数で除したものをいう。

弁護人選任率（％） 96.5

事実の取調べの実施割合（％） 38.7

上告率（％） 44.6

平均開廷回数（公判が開かれずに終局した事件を除外） 2.0

平均開廷間隔（月）（控訴審記録受理から控訴審終局） 1.9

平均取調べ証人数 0.05

平均審理期間（月）（控訴審記録受理から控訴審終局） 3.9

新受人員（延べ人員） 4,759

終局人員（実人員） 4,820
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平均審理期間については【図１】【表２】のとおりである。平均審理期間は、全体としてみると長期化

傾向にあり、前回（3.7 月）より長期化して 3.9 月となった。関連して、審理期間の分布については【図

３】のとおりであり、審理期間が３月以内の事件は、前回（49.0％）より減少して 44.4%となった（第９回

報告書 218 頁【図３】参照）。 

第一審受理から控訴審終局までの平均期間並びに期間別の終局人員及び事件割合については【表４】の

とおりである。この平均期間は、平成 18 年以降、10 月前後で推移していたが（第５回報告書概況編 214 頁

【図 11】、第６回報告書 205 頁【表４】、第７回報告書 143 頁【表４】参照、第８回報告書 155 頁【表

４】）、令和２年においては、11.8 月に長期化し（第９回報告書 218 頁【表４】参照）、令和４年におい

ても 12.9 月に長期化している。期間別の事件割合を見ると、第一審受理から１年以内に終局する事件が約

７割を占めることは従前の傾向と同様であるものの、２年を超える事件の割合（7.2%）は前回（4.3％）よ

り増加している。 

 

 

 

終局区分の分布及び終局区分別の平均審理期間については【表５】のとおりである。終局区分の分布に

ついては、前回とほぼ同様であり、約７割が控訴棄却、約１割が破棄自判、２割弱が控訴取下げで終局し、

これら以外の終局区分はほとんどない。終局区分別の平均審理期間については、控訴棄却及び破棄自判で終

局した事件（それぞれ 4.4 月、5.3 月）は、前回とほぼ同様である。また、前回と同様、原判決破棄で終局

する事件の方が控訴棄却で終局する事件より平均審理期間が長く、控訴取下げによる終局の場合は、平均審

理期間が非常に短い（1.1 月）。破棄差戻・移送で終局した事件では、平均審理期間が前回（7.8 月）より

長くなっており（13.9月）、公訴棄却で終局した事件では、平均審理期間が前回（3.0月）より若干短くな

っている（2.8 月）が、いずれも母数が少なく個別事件の影響を受けやすいことに留意すべきであろう。

（第９回報告書 219 頁【表５】参照） 

【図３】　審理期間の分布（刑事控訴審訴訟事件）

１月以内

11.6%
２月以内

6.9%

３月以内

25.9%
６月以内

47.2%

１年以内

7.0%

２年以内

1.3% ２年を超える

0.2%

５年を超える
11

0.2%

２年超３年以内
245

5.1%

３年超５年以内
93

1.9%

１年以内
3,278

68.0%

１年超２年以内
1,193

24.8%

平均期間（月） 12.9

【表４】　第一審受理から控訴審終局まで
　　　　　の平均期間並びに期間別の終局
　　　　　人員及び事件割合（刑事控訴審
　　　　　訴訟事件）

事件の種類 刑事控訴審訴訟

終局人員（実人員） 4,820
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審理の状況について見ると、平均開廷

回数及び平均開廷間隔については【表

２】のとおりであり、前回と同様である

（第９回報告書 217 頁【表２】参照）。

事実の取調べの実施割合の推移について

は【図６】のとおりであり、令和４年

も、これまでの減少傾向に即して、前回

（39.1％）から 0.4％減少し、38.7％で

あった。平均取調べ証人数については

【表２】のとおりであり、0.05人と前回

と同様に少ない（第９回報告書 217 頁

【表２】参照）。これらの統計データか

らは、控訴審が事後審であるとの趣旨を

反映した審理がより広く進められている

ことがうかがわれる。 

上告率については【表２】のとおりであり、近年の傾向に即した結果となっている（44.6％）。 

 弁護人選任率については【表２】のとおりであり、前回とほぼ同様であった（96.5％）（第９回報告書

217 頁【表２】参照）。 
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【表５】　終局区分の分布及び終局結果別の平均審理期間
　　　　　（刑事控訴審訴訟事件）
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【図６】　事実の取調べの実施割合の推移（刑事控訴審訴訟事件）
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民事上告事件及び民事上告受理事件1の新受件数及び平均審理期間2の推移については【図１】のとおりで

ある。平成 20年以降、新受件数が増加傾向に転じた影響もあって、平均審理期間は、平成 21年以降長期化

傾向となり、平成 26 年から短縮傾向に転じ、令和元年には再度長期化に転じたが、令和４年においては、

上告事件が 3.4月、上告受理事件が 3.6月となり、前回（それぞれ 4.9 月、5.1月）より短縮した。 

 

                                                                                                 
1 本報告書では、民事訴訟事件のうち、高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起され、あるいは上告受理の

申立てがされた事件を主な分析対象としている（ただし、【図１】の脚注を参照）。なお、１件の事件について上告・上告受理の双方

が申し立てられる、いわゆる並行申立事件も相当程度あることに留意が必要である（後掲Ⅵ．２．２においても同様である。）。 
2 上告審あるいは上告受理審における記録の受理から終局までの期間の平均である。なお、上告受理事件について上告受理決定

がされた場合には、それによって上告があったものとみなされる（民訴法 318 条４項）から、その後判決等が出された場合に終局

と扱われる。 

２．１ 民事訴訟事件の概況 

２ 最高裁判所における上告審訴訟事件の概況 

0

※

※

※

【図１】　新受件数及び平均審理期間の推移（民事上告事件及び民事上告受理事件）

上告事件の平均審理期間について、高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起された事件数を基に算
出しているが、平成６年以前は、このような事件に当たらないもの（高等裁判所を第一審とする人身保護請求事件・飛躍上
告事件等）が統計上区別されていないため、これを含んだ事件数を基に算出している。

上告受理事件については、現行法が施行された平成10年以降の統計データを示す（以下同じ。）。

新受件数については、最高裁判所に直接上告状が提出された直受事件及び高等裁判所が第二審としてした終局判決に対
して上告提起又は上告受理の申立てがされた事件に当たらないものを含む。
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審理期間別の既済件数及び事件割合については【表２】のとおりである。上告事件については、審理期

間が３月以内の事件の割合（56.0％）が前回（34.3％）より増加し、審理期間が３月超６月以内の事件の割

合（34.2％）及び６月超１年以内の事件の割合（8.3％）がいずれも前回（それぞれ、39.6％、23.3％）よ

り減少するなど全体的に短縮しており、平均審理期間（3.4 月）は、前回（4.9 月）より 1.5 月短くなっ

た。上告受理事件についても同様の傾向であり、審理期間が３月以内の事件の割合（50.9％）が前回

（31.7％）より増加し、審理期間が３月超６月以内の事件の割合（37.6％）及び６月超１年以内の事件の割

合（9.8％）がいずれも前回（それぞれ、40.2％、25.1％）より減少しており、平均審理期間（3.6 月）が

前回（5.1 月）より 1.5 月短くなった。なお、圧倒的多数の事件が、上告事件であれば決定（却下決定又は

棄却決定）、上告受理事件であれば不受理決定で終局していることは、前回と同様である。（第９回報告書

221 頁【表２】参照） 

 

〈上告事件〉

〈上告受理事件〉

【表２】　審理期間別の既済件数及び事件割合並びに終局区分ごとの審理期間別の既済件数及び事件割合
　　　　　（民事上告事件及び民事上告受理事件）

終局区分 総数 判決・棄却 判決・破棄 決定 取下げ その他

3

平均審理期間（月） 3.4 - 9.9 3.4 3.6 4.0

既済件数 1,836 - 7 1,816 10

2

56.0% - 14.3% 56.1% 60.0% 66.7%
３月以内

1,028 - 1 1,019 6

-

34.2% - 42.9% 34.3% 20.0% -
３月超６月以内

628 - 3 623 2

1

8.3% - - 8.2% 20.0% 33.3%
６月超１年以内

152 - - 149 2

-

1.5% - 42.9% 1.4% - -
１年超２年以内

28 - 3 25 -

-

- - - - - -
２年を超える

- - - - -

その他

既済件数 2,303 4 16 2,250 15 18

終局区分 総数 判決・棄却 判決・破棄 不受理決定 取下げ

３月超６月以内
865 - 1 854 3

8.0

３月以内
1,172 - - 1,159 10 3

50.9% -

平均審理期間（月） 3.6 13.5 13.8 3.5 3.1

7

37.6% - 6.3% 38.0% 20.0% 38.9%

- 51.5% 66.7% 16.7%

4

9.8% 50.0% 37.5% 9.4% 13.3% 22.2%
６月超１年以内

226 2 6 212 2

4

1.7% 50.0% 56.3% 1.1% - 22.2%
１年超２年以内

40 2 9 25 -

-

- - - - - -
２年を超える

- - - - -
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また、第一審受理から上告審終局までの平均

期間並びに期間別の既済件数及び事件割合につ

いては【表３】のとおりである。この平均期間

（上告事件 38.8 月、上告受理事件 40.6 月）

は、前回（上告事件 38.7 月、上告受理事件

39.7月）と比べて、いずれも長期化している。

合計の期間が３年を超える事件の割合は、上告

事件で 44.8％から 44.5％に減少し、上告受理

事件で 47.3％から 49.3％に増加した。（第９

回報告書 222頁【表３】参照） 
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363
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359

34.6%

15.6%

0.7%
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19.8%

38.8

35.0%

642

５年を超える

３年超５年以内

10.9%

638

34.7%

251

885

180

38.4%

9.8%

上告事件事件の種類 上告受理事件

第一審受理から上告審終局までの平均期間並
びに期間別の既済件数及び事件割合（民事上
告事件及び民事上告受理事件）

【表３】

2,303
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行政上告事件及び行政上告受理事件1の新受件数及び平均審理期間の推移については【図４】のとおりで

ある。新受件数は、令和４年においては、上告、上告受理（それぞれ 331 件、373 件）ともに前回（それぞ

れ 308件、360件）より増加した。平均審理期間は、上告は平成 9年、上告受理は平成 15年がピークであっ

たが、いずれについても、平成 15年以降に顕著に短縮した後、平成 20年以降は、変動はあるものの横ばい

の状態となり、平成 28年から更に短縮傾向にある2。 

 

 

 

                                                                                                 
1 本報告書では、行政事件訴訟のうち、高等裁判所が第二審としてした終局判決に対して上告が提起され、又は上告受理の申立

てがされた事件を主な分析対象としているが、民事訴訟事件と異なり、高等裁判所が第一審としてした終局判決に対する上告及

び上告受理事件（知的財産権関係、独占禁止法関係等の審決取消訴訟等）も分析対象に加えている。この点の詳細は、第５回

報告書概況編 222頁脚注８参照 
2 令和２年の長期化の背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並びにこれらに伴う裁判

所業務の縮小の影響があるものと思われる。 

２．２ 行政事件訴訟の概況 

【図４】　新受件数及び平均審理期間の推移（行政上告事件及び行政上告受理事件）

※　新受件数については、最高裁判所に直接上告状が提出された直受事件及び高等裁判所が第二審としてした判決に対し
　　 て上告の提起又は上告受理の申立てがされた事件に当たらないものを含む。
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終局区分別の既済件数については【表５】のとおりであり、上告事件であれば決定（却下決定又は棄却

決定）、上告受理事件であれば不受理決定で終局した事件が９割を超えることは前回と同様である。平均審

理期間については、決定（上告事件）及び不受理決定（上告受理事件）で終局した事件では、前回（それぞ

れ 3.9 月、4.2 月）より大幅に短縮し、それぞれ 2.1 月、2.4 月となった。【表５】は、審理期間別の事件

割合についても示しており、上告、上告受理のいずれにおいても、審理期間が３月以内の事件の割合は前回

（それぞれ 45.4％、39.9％）より大幅に増加し、それぞれ 79.9％、74.0％となった。他方、６月を超える

事件の割合は前回（それぞれ 18.8％、20.0％）より大幅に減少し、それぞれ 4.0％、7.1％となった（第９

回報告書 224頁【表５】参照）。もっとも、上告、上告受理とも、事件数が年間数百件程度であるため、終

局した事件の係属期間により一時的な影響が出やすいことにも留意が必要である。3 

 

 

 

 

                                                                                                 
3 前回（令和２年）の審理期間の長期化の背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並び

にこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響もあるものと思われる。 

<上告事件>

<上告受理事件>

【表５】　審理期間別の既済件数及び事件割合並びに終局区分ごとの審理期間別の既済件数及び事件割合
　　　　　（行政上告事件及び行政上告受理事件）

　２年を超える
- - - - - -

- - - - - -

　１年超２年以内
13 5 6 2

3.3% 71.4% 66.7% 0.5% - -

　６月超１年以内
15 2 3 10 - -

3.8% 28.6% 33.3% 2.7% - -

　３月超６月以内
74 - - 73 1 -

18.8% - - 19.5% 33.3% -

平均審理期間（月） 2.9 15.4 15.0 2.4 2.5 -

３月以内
291 - - 289 2 -

74.0% - - 77.3% 66.7% -

決定

終局区分 総数 判決・棄却 判決・破棄 不受理決定 取下げ その他

既済件数 393 7 9 374 3 -

　２年を超える

総数

3

0.9%

終局区分

　３月超６月以内
16.1%

　６月超１年以内

-

-

3.1%

既済件数

　１年超２年以内

323

52

313

平均審理期間（月） 2.4 9.6

1

10.0%

-

16.3%

３月以内
258

79.9%

60.0%

1

10.0%

257

82.1%

4

51

-

-

10

取下げ判決・棄却 その他

-

-

-

-

--

-

-

判決・破棄

-6

-

- 2.1 -

-

10 -

1.3%

- - -

20.0%

-

-

-

-

--- -

-

-

0.3%

-

1-2

-

-

-

- -

-

-

-

-

-
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第一審受理から上告審終局までの平均期間並び

に期間別の既済件数及び事件割合については【表

６】のとおりである。上告事件及び上告受理事件

の平均期間（それぞれ 35.8 月、39.8 月）につい

ては、前回とほぼ同数であった。期間別に見て

も、上告、上告受理のいずれにおいても、２年超

３年以内の事件の割合が増加した（上告事件は、

前回の 31.7 ％から 37.2％、上告受理事件は、前

回の 27.6％から 35.8％）。（第９回報告書 225頁

【表６】参照）4 

 

                                                                                                 
4 前回（令和２年）以降長期化傾向にある背景には、同年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言の発出並び

にこれらに伴う裁判所業務の縮小の影響があると思われる。 

※　高裁第一審判決に対する上告及び上告受理事件を除く。

平均期間（月）

4

1.4%

71

106

24.9%
　１年超２年以内

　２年超３年以内

　１年以内

35.8 39.8

37.2%

119

35.8%

66

1.2%

4

　３年超５年以内

５年を超える

84

20

19.9%

41

12.3%

29.5%

7.0%

102

30.7%

【表６】　第一審受理から上告審終局までの平均期間並
　　　　　びに期間別の既済件数及び事件割合（行政上
　　　　　告事件及び行政上告受理事件）

事件の種類

既済件数

上告事件 上告受理事件

285 332

251



 

 

 

 

 

刑事上告事件1の新受人員（延べ人員）及び平均審理期間の推移については【図１】のとおりである。 

新受人員については、約 2,000 人前後で増減を繰り返していたが、近年は減少傾向がみられ、令和４年

は、前回（1,848 人）から減少して 1,669人となった。 

平均審理期間については、近年は３月前後で推移している。 

 

 

                                                                                                 
1 本報告書で取り上げている刑事上告事件は、最高裁判所における刑事訴訟事件のうち高等裁判所が第二審としてした終局判決

に対して上告が提起された事件である。 

２．３ 刑事訴訟事件の概況 

【図１】　新受人員（延べ人員）及び平均審理期間の推移（刑事上告事件）
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終局区分別の終局人員（実人員）及び審理期間の分布状況については【表２】のとおりである。審理期

間の分布状況については、３月以内に終局した事件の割合は、前回（68.5％）より 14.2％増加して 82.7％

となった。終局区分別の終局人員の分布状況については、前回と同様、８割以上の事件が上告棄却で終局し、

他の大半が取下げで短期間のうちに終局しており、破棄判決が出される事件は極めて少数である。（第９回

報告書 227 頁【表２】参照） 

 

 

 

第一審受理から上告審終局までの平均期間並びに期間

別の終局人員及び事件割合については【表３】のとおり

である。この平均期間については、前回（16.9 月）より

1.2 月長期化して 18.1 月となった（第９回報告書 227 頁

【表３】参照）。期間別の状況を見ると、第一審受理か

ら上告審終局までの期間が２年を超える事件は、刑事上

告事件全体の２割弱にとどまり、大半は２年以内に終局

している。 

 

 

【表２】　終局区分別の終局人員（実人員）及び審理期間の分布状況（刑事上告事件）

６月超１年以内

1,684

平均審理期間（月） 2.7

１月以内
139

8.3%

１月超２月以内
               357

21.2%

                  -

破棄自判

                  4

13.5

                  -

２年を超える
                  2

0.1%

２月超３月以内
               896

53.2%

３月超６月以内
               253

15.0%

                26

1.5%

１年超２年以内
                11

0.7%

終局区分 総数

終局人員

                  -

破棄差戻・移送

                   4

21.0

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

                   3

                  2

50.0%

                  2

50.0%

                  -

                  -

75.0%

                   1

25.0%

上告棄却

1,406

2.9

                  -

               249

17.7%

               876

62.3%

               252

17.9%

                23

1.6%

0.4%

                  -

公訴棄却

4

14.8

                  1

25.0%

                  1

25.0%

                  -

                  1

25.0%

                  6

                  -

                  1

                  -

0.4%

                  -

                  -

25.0%

                  -

               107

40.2%

                20

7.5%

                  1

取下げ

266

1.1

               138

51.9%

平均期間（月） 18.1

事件の種類 刑事上告事件

終局人員（総数） 1,684

【表３】　第一審受理から上告審終局まで
　　　　　の平均期間並びに期間別の終局
　　　　　人員及び事件割合（刑事上告事件）

５年を超える
10

0.6%

２年超３年以内
239

14.2%

３年超５年以内
67

4.0%

１年以内
691

41.0%

１年超２年以内
677

40.2%
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